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宇宙空間の開発・利用の戦略的な推進体制を構築することは、我

が国の宇宙政策にとって積年の課題であり、宇宙基本法の理念に基

づいて早急に取り組む必要がある。そのため、以下の考えに沿って

検討を進め、スクラップアンドビルドを前提に、内閣府に我が国宇

宙政策の司令塔機能と準天頂衛星システムの開発・整備・運用等施

策実施機能を担当する体制を構築するために必要な法案等を次期通

常国会への提出を目途として準備する。 

（１）「宇宙庁（仮称）」的な一元化ではない形で実効的な宇宙

開発利用体制を構築すること。なお、宇宙庁については、

科学技術・イノベーション政策の検討とも連携しつつ、将

来的な課題として引き続き検討する。 

（２）宇宙政策において内閣府の司令塔機能と準天頂衛星システ

ムの開発・整備・運用等実施機能を行政組織のどのレベル

で切り分けるかについては、中立公正の要請及び組織の肥

大化防止の要請を踏まえた実効的な宇宙開発利用体制の構

築に向け検討を行うこと。 

また、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の主務省については、

これまでの文部科学省による監督実績及びその予算の大部分を文部

科学省が支出していることを尊重しつつ、宇宙開発戦略本部を支え

る内閣府が司令塔機能の実効性をどのように確保するかについて検

討を行う。 


